
                           

成年後見制度に関するご案内 

 

成年後見制度とは 

認知症、知的障害、精神障害などの理由で、判断能力が不十分な方々は、ご自身で預貯金などの財産を管

理することが難しい場合があります。 

このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが「成年後見制度」です。 

  
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の 2 つがあります   

 

・ 成年後見制度を利用するためには、家庭裁判所への申立てを行い（①）、法定後見制度の場合は「後

見」「保佐」「補助」開始の審判を受けること（②－1）、任意後見制度の場合は「任意後見監督人」

の選任を受けること（②－2）が必要です。 

・ 家庭裁判所の審判により、後見・保佐・補助が開始された場合や任意後見監督人の選任がされた場合

は、保護者（成年後見人・保佐人・補助人・任意後見人）の方が預金の引き出し等の財産管理事務を

行うため、銀行へのお届けが必要です（③）。   

 
 

当行へのお届け方法 

 
 

成年後見制度利用に関するお届けは、ご本人さま、または保護者（成年後見人・保佐人・補助人・任意

後見人）の方、監督人の方が必要書類をご準備のうえ、Webでの書類請求・郵送提出またはご来店にて

お手続きください。 

https://www.bk.mufg.jp/tsukau/tetsuduki/seinenkouken/index.html 

 

お手続きの流れ 

https://www.bk.mufg.jp/tsukau/tetsuduki/seinenkouken/index.html


                           

 

お手続きに必要なもの 

お取引の内容によっては、ご案内以外のものを追加でご準備いただく場合があります。 

 

成年後見制度利用に 

関する確認書類 

成年後見制度利用に係る「登記事項証明書」 

 

※家庭裁判所の審判から登記までの期間中の方は「審判書の銀行届出用抄本」

および「確定証明書」をご用意ください。 

 

※任意後見制度をご利用の場合は、任意後見監督人選任後にお届けいただけま

す。 

 

 

保護者（成年後見人・保

佐人・補助人・任意後見

人）の方、監督人の方の

本人確認書類 

●個人の方（弁護士・司法書士の方を含みます） 

 下記のいずれかをご準備ください（*1） 

  ・運転免許証 

  ・旅券（パスポート）（*2） 

  ・住民基本台帳カード（顔写真入り） 

  ・個人番号カード 等 

 

（*1）その他の本人確認書類は、下記の掲載場所（口座開設時の本人確認書類） 

をご確認ください。 

    （掲載場所） 

当行ホームページ＞個人のお客さま＞口座をひらく 

～ 「本人確認書類についてくわしくはこちら」の「店頭の場合」をご確 

認ください。 

http://www.bk.mufg.jp/kouza/order/shorui.html#shop 

 

（*2）日本国発行の令和 2 年（2020 年）2 月 4 日以降に申請・交付されたパス

ポートを本人確認書類として利用される場合は、現住居の記載があるも

う 1種類の本人確認書類も必要です。 

 

●社会福祉法人などの法人の方 

  ・法人の印鑑証明書 

  ・職員であることがわかるもの（社員証など）（*3） 

  ・来店者の本人確認書類（上記個人の方をご参照ください） 

 

（*3）口座開設を伴う場合には、来店者さまが法人から口座開設を委任されて 

いることがわかるもの（委任状など）をご用意ください。 

 

 

http://www.bk.mufg.jp/kouza/order/shorui.html#shop


                           

口座名義人の方の 

本人確認書類 

下記のいずれかをご準備ください（*4）  

・運転免許証  

・旅券（パスポート）（*5） 

・住民基本台帳カード（顔写真入り）  

・個人番号カード 等  

 

（*4）その他の本人確認書類は、下記の掲載場所（口座開設時の本人確認書類） 

をご確認ください。  

（掲載場所）  

当行ホームページ＞個人のお客さま＞口座をひらく 

～ 「本人確認書類についてくわしくはこちら」の「店頭の場合」をご確

認ください。 

http://www.bk.mufg.jp/kouza/order/shorui.html#shop 

 

（*5）日本国発行の令和 2 年（2020 年）2 月 4 日以降に申請・交付されたパス

ポートを本人確認書類として利用される場合は、現住居の記載があるも

う 1種類の本人確認書類も必要です。 

 

 

通帳（証書）・お届印  

など 

●保護者（成年後見人・保佐人・補助人・任意後見人）の方 

 ・ご実印と印鑑証明書（*6）（*7） 

 ・お届印（ご実印とは別の印鑑をお届けになる場合） 

 

●監督人の方 

 ・ご実印と印鑑証明書（*7） 

 

●口座名義人の方 

 ・すべての預金口座の通帳（証書）（*8） 

 ・お届印（*8） 

 

（*6）保護者（成年後見人・保佐人・補助人・任意後見人）の方の本人確認を

顔写真付きの本人確認書類により行う場合などは、ご実印と印鑑証明書

は不要です。 

本人確認書類として印鑑証明書をご提出いただく場合は、お届出書にご 

実印を押印いただきます。 

 

（*7）弁護士・司法書士の方は、弁護士会発行の印鑑証明書・司法書士会発行 

   の職印証明書等 

 

（*8）お手元に無い場合は、お手続時にお申出ください。 

http://www.bk.mufg.jp/kouza/order/shorui.html#shop


                           

届出書 （掲載場所） 

当行ホームページ＞個人のお客さま＞便利に使う＞各種お手続き＞成年後見

制度に関するご案内 

https://www.bk.mufg.jp/tsukau/tetsuduki/seinenkouken/index.html 
 

お取引に際しての注意点 

● 保護者（成年後見人、保佐人、補助人、任意後見人）の方に、代理権が付与されている場合は、キャッ

シュカード（代理人カード）の発行が可能です。 

キャッシュカードの発行をご希望される場合は、お届け時にお申出ください。 

● 保護者（成年後見人、保佐人、補助人、任意後見人）の方による、インターネットバンキングのご利用

はいただけません。 

 

 

 

（2024 年 12月 9日現在） 

https://www.bk.mufg.jp/tsukau/tetsuduki/seinenkouken/index.html

